
北空知衛生センター組合し尿等処理衛生手数料徴収委託規則 

 

                     昭和４３年３月２６日 

                     組合規則第３号 

 
改正   昭和 49 年 4 月１日組合規則第 1 号 

昭和 50 年 4 月 1 日組合規則第 1 号 
昭和 52 年 4 月１日組合規則第 2 号 
昭和 53 年 4 月 1 日組合規則第 1 号 
昭和 54 年 4 月 1 日組合規則第 1 号 
昭和 55 年 4 月 1 日組合規則第 1 号 
昭和 56 年 4 月 1 日組合規則第 1 号 
昭和 57 年 4 月 1 日組合規則第 1 号 

平成元年 4 月 １日組合規則第 1 号 
     平成 14 年 10 月 31 日組合規則第 6 号 

 平成 17 年 12 月 26 日組合規則第 4 号 
平成 19 年 3 月 30 日組合規則第 1 号 
平成 25 年 9 月 1 日組合規則第 1 号 
平成 30 年 3 月 11 日組合規則第 8 号 

 

（目的） 

第１条 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の規定に基づき北空知衛生

センター組合（以下「組合」という。）衛生手数料（以下「手数料」という。）の徴収業務を

組合長が適当と認めたものに委託し収集の確保と組合構成市町の住民の便益を図ることを

目的とする。 

（平 14 組合規則 6・一部改正） 

（徴収） 

第２条 手数料の徴収は、し尿等の収集の都度行わなければならない。ただし、官公庁等で組

合長が認めたものから徴収する場合は、この限りでない。この場合において、手数料の徴収

は、別記様式第 1 号の納付告知書により行う。 

２ 手数料は、別記様式第２号の衛生手数料納入通知書及び領収書によって徴収する。 

３ 施設にし尿等を搬入したときは、別記様式第３号の衛生手数料収入通知書を提出しなけれ

ばならない。 

４ 徴収する手数料の額は、北空知衛生センター組合し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する条例

（平成１４年組合条例第６号）別表による。 

５ 受託者が徴収に使用する受領印は、別記様式第４号のとおりとする。 

（平 14 組合規則 6、平 25 組合規則 1・一部改正、平 30 組合規則 8・一部改正） 

 （徴収金の納入） 

第３条 徴収した手数料は、組合長が発行する納入告知書により、納入告知書を受け取った日

の翌日までに組合会計管理者に納入しなければならない。ただし、翌日までに納入すること

ができない正当な理由を認められたときは翌々日までとする。 

（平 17 組合規則 4、平 19 組合規則１・一部改正）  

（賠償の責任） 

第４条 徴収した手数料に亡失等があったとき、受託者は当該金額の賠償をしなければならな

い。ただし、組合長が特に認めたときは、この限りでない。 



（委託） 

第５条  手数料の徴収委託は、契約によって行う。 

（委託の解除） 

第６条 受託者が適当でないと認められたとき、または組合長が必要と認めるときは、委託を

解除することができる。 

 

附 則  

この規則は、昭和４３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年４月１日組合規則第１号） 

 この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年４月１日組合規則第１号） 

 この規則は、昭和５０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年４月１日組合規則第２号 

 この規則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年４月１日組合規則第１号） 

 この規則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年４月１日組合規則第１号） 

 この規則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５５年４月１日組合規則第１号） 

 この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５６年４月１日組合規則第１号） 

 この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。                                                       

附 則（昭和５７年４月１日組合規則第１号） 

この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年４月１日組合規則第１号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年１０月３１日組合規則第６号） 

 この規則は、平成１４年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月２６日組合規則第４号） 

この規則は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日組合規則第１号） 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年８月２０日組合規則第１号） 

 この規則は、平成２５年９月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１１日組合規則第８号） 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月２１日組合規則第１号） 

 この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 
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 別記様式第 2号    

 

別記様式第 3号    
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別記様式第４号    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


